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「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について 

 

令和元年 12月 24日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、事業承継時に

焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が公表されました。 

今般、金融庁から当協会会長に、別紙のとおり、周知徹底要請がありましたのでご案内

申し上げます。 

 

なお、本特則の詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のＨＰをご覧ください。 

 

日本商工会議所ＨＰ 

https://www.jcci.or.jp/news/2019/1224140030.html 

 

全国銀行協会ＨＰ 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2019/n122401/ 

 

以 上 

 

 

 

 




